
平成２５年度随意契約情報(委託料)財務部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名
グループ
名

契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

1 財産活用
財産活
用

活用推進
グループ

株式会社　システム
リサーチ　大阪支店
中尾　真治

大阪府公有財産管理
台帳システム運用保
守委託契約

20130401 20140331 1,214,955
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム運用保守業務）
が特定の者（当該システム開発
業者）でなければ実施すること
ができないものであるため。

2 税務局 徴税対策
自動車税グ
ループ

佐川急便　株式会
社　西日本支社　関
根　眞二

申告書等集配業務 20130401 20130531 1,226,988
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第６号

継続を要する業務（申告書等集
配業務）で現に履行中の当該
業者に引き続き実施させた場
合、経費の節減が確保できる
等有利と認められるため。

3 税務局 税政
システム
グループ

森田ビル管理　株
式会社

税政課分室における
庁舎清掃業務

20130401 20140331 1,382,778
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

庁舎の賃貸主が指定する業者
でなければ実施することができ
ないものであるため。

4 財政 財政
公債企画
グループ

システムスクエア
株式会社

資金運用システムに
係るクラウドサービス
等運用・保守業務

20130401 20130731 1,479,592
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第６号

一般競争入札による契約まで
の間も継続を要する業務（シス
テム運用保守業務）であり、現
に契約履行中の当該業者に引
き続き実施させた場合、業務の
円滑な実施を確保する上で有
利と認められるため

5 税務局 税政
総務グ
ループ

セコム　株式会社
旧中央府税事務所他
３所に係る機械警備
業務

20130401 20140331 1,515,150
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

府税事務所の再編整備によ
り、短期間かつ不明確な履行
期間となることで、入札の効果
が期待できないため

6 税務局 税政
システム
グループ

富士通　株式会社
西日本営業本部
北岡　俊治

なにわ北府税事務所
内サーバ移設

20130401 20130430 1,785,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

既に調達した業務（税務情報シ
ステム用サーバ）に連接して行
う調達で、既に契約した相手方
以外の者から調達したならば、
既に調達した業務の便益を享
受することに著しい支障が生じ
るおそれがあるため
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平成２５年度随意契約情報(委託料)財務部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名
グループ
名

契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

7 財政 財政
財務調査
グループ

富士通　株式会社
関西支社　阿河　孝
英

決算統計支援システ
ム改修業務委託

20130524 20130831 1,999,200
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム改修業務）が特
定の者（当該システムの開発
者）でなければ実施することが
できないものであるため

8 税務局 税政
システム
グループ

東芝ソリューション
株式会社　関西支
社　三田　惠補

法人二税ＯＣＲシステ
ム機器の移設

20130401 20130731 2,040,780
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

既に調達した業務（税務情報シ
ステム法人二税ＯＣＲシステ
ム）に連接して行う調達で、既
に契約した相手方以外の者か
ら調達したならば、既に調達し
た業務の便益を享受することに
著しい支障が生じるおそれがあ
るため

9 税務局
徴税対
策

自動車税
グループ

一般社団法人　大
阪府自家用自動車
連合協会

自動車税等申告済確
認調査事務

20130401 20140331 2,326,234
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（自動車税等申告済確認
調査業務）が特定の者（業務を
実施する唯一の事業者）でなけ
れば実施することができないも
のであるため。

10 税務局
徴税対
策

自動車税
グループ

一般社団法人　日
本自動車販売協会
連合会　大阪府支
部

自動車税及び自動車
取得税の申告データ
作成業務

20130401 20140331 2,830,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（自動車税及び自動車取
得税の申告データ作成業務）が
特定の者（業務を実施する唯一
の事業者）でなければ実施する
ことができないものであるた
め。

11 税務局 税政
システム
グループ

富士通　株式会社
西日本営業本部
北岡　俊治

国際戦略総合特区進
出事業者支援税制導
入に係るシステム改
修業務（不動産取得
税）

20130401 20130630 4,966,500
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務が特定の者（当該システム
の開発業者）でなければ実施
することができないものである
ため

12 税務局 税政
地方税徴収
向上グルー
プ

株式会社　りそな銀
行

収納済通知書イメー
ジデータ作成、検索閲
覧サービス利用に関
する業務

20130401 20140331 5,819,100
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

収納済通知書をイメージデータ
として作成し、その検索閲覧
サービスを行う業務について
は、りそな銀行が受託している
機械計算処理業務に付随して
行う業務であり、りそな銀行以
外の者が行うことはできないも
のである。
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平成２５年度随意契約情報(委託料)財務部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名
グループ
名

契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

13 財産活用
財産活
用

活用推進
グループ

株式会社　システム
リサーチ　大阪支店
中尾　真治

公有財産管理システ
ム機能改善　減損機
能改修及び組織変更
等追加改修

20130409 20130731 6,300,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム改修業務）が特
定の者（当該システムの開発業
者）でなければ実施することが
できないものであるため。

14 税務局 徴税対
策

軽油対策
グループ

大阪府石油協同組
合　浪田　昌治

平成２５年度不正軽
油流通防止対策業務
委託

20130401 20140331 6,599,250
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（不正軽油防止対策業務）
が特定の者（販売業者で組織さ
れた団体）でなければ実施する
ことができないものであるため

15 財政 財政
総務グ
ループ

富士通　株式会社
西日本営業本部
北岡　俊治

予算編成支援システ
ム運用補佐業務

20130401 20140331 6,898,500
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム管理等業務）が
特定の者（当該システムの開発
者）でなければ実施することが
できないものであるため

16 行政改革
行政改
革

業務改革
グループ

里見　優
平成２５年度包括外
部監査契約に係る委
託料

20130401 20140331 13,800,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

外部監査契約を締結できる者
は、地方自治法第252条の28第
1項の規定により、要件が定め
られていることから、日本公認
会計士協会近畿会による推薦
に基づき選考のうえ、候補者を
内定しており、同法252条の36
第1項の規定により監査委員の
意見を聴くとともに、議会の議
決を経て契約を締結。

17 税務局 税政
システム
グループ

富士通　株式会社
西日本営業本部
北岡　俊治

税務情報システムに
係る保守業務

20130401 20130930 16,800,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム保守）が特定の
者（当該システム開発業者）で
なければ実施することができな
いものであるため

18 税務局 税政
システム
グループ

富士通　株式会社
西日本営業本部
北岡　俊治

国際戦略総合特区進
出事業者支援税制導
入に係るシステム改
修業務（法人二税）

20130401 20131231 25,095,000
特例政令第１０
条第２号

業務が特定の者（当該システム
の開発業者）でなければ実施
することができないものである
ため
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平成２５年度随意契約情報(委託料)財務部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名
グループ
名

契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

19 税務局 税政
システム
グループ

財団法人　地方自
治情報センター

自動車税分配情報作
成業務に係る委託契
約の締結及び経費の
支出について

20130401 20140331 27,903,000
特例政令第１０
条第２号

業務（分配情報作成）が特定の
者（当該業務を実施する唯一の
事業者）でなければ実施するこ
とができないものであるため

20 税務局 税政
システム
グループ

株式会社　りそな銀
行

府税の管理事務に係
る機械計算処理業務
の委託契約の締結及
び経費の支出につい
て

20130401 20140331 44,716,876
特例政令第１０
条第２号

業務（収入データ作成）が特定
の者（指定金融機関）でなけれ
ば実施することができないもの
であるため

21 税務局 税政
システム
グループ

富士通　株式会社
西日本営業本部
北岡　俊治

税務情報システム運
用管理業務

20130401 20140331 76,335,000
特例政令第１０
条第２号

業務（システム運用管理）が特
定の者（当該システム開発業
者）でなければ実施することが
できないものであるため

22 税務局 税政
システム
グループ

富士通　株式会社
関西支社　阿河　孝
英

平成２５年度税制改
正（納税環境の整備）
に係るシステム改修
業務

20130801 20140131 11,434,500
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務が特定の者（当該システム
の開発業者）でなければ実施
することができないものである
ため

23 税務局 税政
システム
グループ

富士通　株式会社
関西支社　阿河　孝
英

中央府税事務所サー
バ移設

20130830 20131031 1,438,500
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

既に調達した業務（税務情報シ
ステム用サーバ）に連接して行
う調達で、既に契約した相手方
以外の者から調達したならば、
既に調達した業務の便益を享
受することに著しい支障が生じ
るおそれがあるため

24 財政 財政
公債管理
グループ

株式会社　日本ビ
ジネスデータープロ
セシン　池　惠二

起債管理システム
データ移行及び改修
業務の委託

20131028 20140331 5,355,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システムデータ移行及び
改修業務）が特定の者（当該シ
ステムの開発者）でなければ実
施することができないものであ
るため

25 税務局 税政
システム
グループ

富士通　株式会社
関西支社　阿河　孝
英

税務情報システムに
係る保守業務（１１月
以降分）

20131118 20140331 29,400,000
特例政令第１０
条第２号

業務（システム保守）が特定の
者（当該システム開発業者）で
なければ実施することができな
いものであるため
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平成２５年度随意契約情報(委託料)財務部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名
グループ
名

契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

26 財産活用
財産活
用

活用推進
グループ

株式会社　システム
リサーチ　大阪支店
中尾　真治

公有財産台帳等管理
システム機能改善
使用許可等機能改修

20140130 20140331 1,858,500
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム改修業務）が、
特定の者（当該システムの開発
業者）でなければ実施すること
ができないものであるため。

27 財政 財政
総務グ
ループ

川西軽印刷　株式
会社　代表取締役
川西　純一

平成２５年度大阪府
一般会計補正予算
（第５号）予算書等作
成業務

20140203 20140218 2,391,480
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第６号

競争入札によって得られる価格
上の利益が入札に要する経費
と比較して得失相償わないと認
められるため

28 財政 財政
総務グ
ループ

川西軽印刷　株式
会社　代表取締役
川西　純一

平成２６年度大阪府
一般会計当初予算書
等作成業務

20140212 20140220 2,997,015
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第６号

競争入札によって得られる価格
上の利益が入札に要する経費
と比較して得失相償わないと認
められるため。

29 税務局 税政
システム
グループ

富士通　株式会社
関西支社　阿河　孝
英

税務情報システムに
係る保守業務（２月以
降分）

20140217 20140331 7,875,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム保守）が特定の
者（当該システム開発業者）で
なければ実施することができな
いものであるため

30 税務局 税政
システム
開発グ
ループ

富士通　株式会社
関西支社　阿河　孝
英

次期税務電算システ
ムに係る追加課題対
応業務（平成２５年度
基本設計）

20140221 20140331 71,505,000
特例政令第１０
条第２号

既に調達をした業務（次期税務
電算システム開発及び維持管
理業務委託契約）に連接して行
う調達で、既に契約した相手方
以外の者から調達したならば、
既に調達した業務の便益を享
受することに著しい支障が生ず
るおそれがあるため

Ｈ２５．４～５月 ２１件 円

Ｈ２５．８～９月 ２件 円

Ｈ２５．１０～１１月 ２件 円

Ｈ２５．１２～H２６．１月 1件 円

財務部（委託料）
253,033,903

12,873,000

34,755,000

1,858,500
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名

契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

Ｈ２６．２～３月 4件 円

合　計 30件 円

84,768,495

387,288,898
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